
過去５年間の検査数及び検査料収入の推移

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

７条

500,000千円

400,000千円

300,000千円

200,000千円

100,000千円

0

11条 検査料

（基数）

2,188基

2,473基
2,605基 2,913基

2,985基

54,528基54,528基

61,721基61,721基
64,858基64,858基

71,479基71,479基 72,857基72,857基

　県環境技術センターは、平成２２年５月２８日徳島グ

ランヴィリオホテルで、２２年度通常総会を開催した。

総会には、１２６名（うち委任状出席７１名）が出席し

た。

　会長挨拶のあと、徳島県知事代理里見副知事、原徳

島市長、岩浅阿南市長、小池参議院議員、長尾県議会

議員から来賓の祝辞を頂き、会長を議長に選出し、議

事に入った。

　今回の総会は、公益認定申請に関する議案も提案さ

れたことから、第１号議案から第１１号議案が上程、審

議された。

第１号議案　平成２１年度事業報告及び収支決算報告

について川人及び原岡理事から説明報告され、承認

された。

　平成２１年度事業の結果は次のとおり

１．浄化槽設置届出書受付状況

２．保証登録申請書受付状況 

３．浄化槽法定検査実施状況

４．計量証明事業実施状況 

第362号
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２２年度総会で予算決算など承認

浄化槽設置届出書過去５年間受付状況
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計量証明事業の過去５年間の推移
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《率》《増減》《２０年度》《２１年度》主な内容

101.9%1,378基71,479基 72,857基１）検査数

51.5%△2,899基5,974基 3,075基　　７条検査数

106.5%4,277基65,505基 69,782基　　１１条検査

２）受検率

0.0%100%100%　　７条検査受検率

1.5%39.0%40.5%　　１１条検査受検率

167,876基172,374基（設置数）

法定検査の実施状況 平成２１年４月１日〜平成２２年３月３１日



　　平成２２年６月１５日 み ど り 第３６２号⑵

第２号議案　新定款の一部変更については、原岡常務

理事が内容説明のあと、議長がその賛否につき総

会に諮ったところ、異議なく原案通り承認可決決

定した。

第３号議案　社員総会の議事運営規則の制定、第４号

議案会員の入会・退会等に関する規則の制定、第５

号議案役員の報酬等及び費用に関する規則の制定に

ついて、議場に諮り、議長が一括上程したため、原

岡常務理事は一括して説明した。議長はその賛否を

総会に諮り、満場一致で異議なく承認可決した。

第６号議案　役員報酬の総額について及び第７号議案

定款・規則の修正の決議については、原案通り承認

された。

第８号議案　平成２２年度事業計画案及び収支予算案

については、川人理事及び原岡常務理事が議案書に

基づき説明し、議長がその賛否を諮ったところ満場

異議なく承認可決決定した。

第９号議案　短期借入金の限度額の

変更決議については原案通り承認

された。

第１０号議案の役員改選については、

議長の指名で役員候補者名簿を原

岡常務理事が発表した。

　議長が各候補者につき議場に諮っ

たところ満場一致で承認された。

　その後総会を中断し、別室にて理

事会が開催され、新役員が決定した。

第１１号議案　大規模災害時の支援

協定については、川人担当理事よ

り説明の後、その賛否について議

場に諮ったところ、組織として支

援をすることが承認された。

　議事終了のあと、会員表彰、従業

員表彰などが行われ懇親会のあと散

会した。

 

貸借対照表総括表 平成２２年３月３１日現在　（単位：千円）

合　　計内部消去計量会計検査会計設置保証会計一般会計科　　　目
Ⅰ　資産の部
　１．流動資産

103,827035,78117,78316,91133,352　　　現金預金
69,04509,30359,170410162　　　未収金

0−26,40015,0000011,400　　　短期貸付金
3,76701502,5981,0190　　　前払費用

176,640-26,40060,23479,55018,34144,914　　流動資産合計
　２．固定資産
　　⑴　基本財産

000000　　　基本財産合計
　　⑵　特定資産

20,957033820,4172020　　　退職給付引当資産
39,0000039,00000　　　減価償却引当資産
38,0000030,00008,000　　　災害対策費引当資産
26,0000015,000011,000　　　修繕等引当資産
10,54800010,5480　　　機能保証基金
6,1520006,1520　　　会員業務保証積立金
7,87500007,875　　　浄化槽普及活動引当資産

148,5320338104,41716,90226,875　　　特定資産合計
　　⑶　その他固定資産

122,06600122,06600　　　建物
23,7200023,72000　　　建物付属設備
2,22701,77844900　　　機械装置

9380093800　　　構築物
2,08101681,91300　　　什器備品

2130002130　　　車両運搬具
77,658000077,658　　　土地
4,216004,21600　　　ソフトウェア

2000000200　　　電話加入権
1,000001,00000　　　出資金

234,32001,947154,30321377,858　　　その他固定資産合計
382,85302,285258,71917,115104,733　　固定資産合計
559,492−26,40062,519338,26935,456149,648　　資産合計

Ⅱ　負債の部
　１．流動負債

0−26,400026,40000　　　短期借入金
43,59108,78232,9631,493352　　　未払金
50,6610050,66100　　　前受金
1,0150078035200　　　預り金
5,16502,2822,88300　　　未払法人税等
1,0010517443140　　　未払消費税等

101,432−26,40011,580114,1311,529592　　流動負債合計
　２．固定負債

111,89600111,89600　　　長期借入金
30,22501,70627,5389810　　　退職給付引当金

142,12101,706139,4349810　　固定負債合計
243,553−26,40013,287253,5652,510592　　負債合計

Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産

000000　　指定正味財産合計
315,939049,23284,70432,947149,056　２．一般正味財産

(127,576)(0)(0)(84,000)(16,700)(26,875)　　（うち特定財産への充当額）
315,939049,23284,70432,947149,056　　正味財産合計
559,492−26,40062,519338,26935,456149,648　　負債及び正味財産合計

（注）千円未満は四捨五入表示している。

会　　長　　松原　義輔　㈲松原設備工業
副　会　長　　山田　　覚　㈱東海工業
　　〃　　　　井内　幸一　㈲井内清掃
常務理事　　原岡　艶甲　㈳徳島県環境技術センター
会計理事　　大坂　利弘　㈲大坂建材
理　　事　　藤田　芳男　藤田商事㈱
　　〃　　　　中西　俊光　中西設備工業
　　〃　　　　田村　茂人　豊栄管理工業
　　〃　　　　吉村　　正　㈲吉村建材店
　　〃　　　　庄野　　清　㈲庄野水道工事店
　　〃　　　　乃一　吉男　丸乃木材㈲
　　〃　　　　川人　誠司　㈳徳島県環境技術センター
監　　事　　眞鍋　　清　眞鍋公認会計士事務所
　　〃　　　　志摩　恭臣　朝田啓祐法律事務所

新しく選任された役員は次のとおり

どうぞよろしくお願いします。



第３６２号 み ど り 平成２２年６月１５日　　⑶

　県浄化槽管理士会（会員９６名）は、５月１８日ホテ

ル　グランドパレス徳島で、平成２２年度通常総会を

開催した。総会には７３名が出席（委任状含む）し、

井内副会長が開会を宣し、美馬秀夫会長が開会挨拶の

後、県環境総局ゴミゼロ推進室長武市宗三氏、セン

ター松原会長から来賓祝辞をいただき、司会者の高橋

副会長が、出席者の確認をした後、議事に入った。

　第１号議案「平成２１年度事業報告及び収支決算報告

について」を満場一致で承認。

　続いて、第２号議案「平成２２年度事業計画案及び

収支予算案」を同じく満場一致で承認した。

　また、第３号議案の「その他について」では、セン

ター岡田前会長の逝去により顧問が不在となっていた

ため、美馬会長は徳島県環境技術センター松原会長に

顧問を委嘱したことを報告した。

浄化槽管理士会が総会

　平成２２年５月２６日ＡＮＡインターコンチネンタル

ホテル東京で、第３１回全国浄化槽団体連合会の通常

総会が開催された。

　当センターから、松原会長、井内理事、川人理事が

出席、総会の式典で、徳島県からは井内理事、川人理

事など６名が表彰された。

　通常総会では、平成２１年度事業報告及び収支決算

報告、平成２２年度事業計画案及び収支予算案、役員の

改選などについてが審議され、全議案とも満場一致で

承認可決された。

　総会終了後、環境省浄化槽推進室長博林茂夫氏の

「浄化槽行政の現状と課題」と題し特別講演が行われた。

　当センター関係の受賞者は次のとおり

また、役員改選では、会長に松下鉄男氏が再任、松原

会長は全浄連の副会長に就任した。

全浄連が総会開催
井内理事ほか５名が表彰を受ける

全浄連が総会開催
井内理事ほか５名が表彰を受ける

������������������������

水 質 計 量 便 り

　搬入されるサンプルの水温がもう２５℃！　季節の移り

変わりをこんな場面で感じる今日この頃です。

　と言うことで、今回は温度と微生物の活動について着目

したいと思います。

　大体、排水処理に出現する微生物は２５℃ ぐらいから

３２℃ぐらいで最大増殖速度を示すといわれており、丁度今

頃から急激に増殖を始めます。

　水質浄化機能も温度に密接に関係し温度上昇とともに活

性化します。３５℃ 程度までは温度が１０℃ 上昇するごとに

有機物の除去速度が約２倍アップするそうです。

　さらに、汚泥の凝集性・沈降性の指標である SVI 値（汚

泥容量指標）も温度の影響を受けます。

　例えば、標準活性汚泥法の BOD・SS負荷は SVI 値が低

くなるように設定された負荷ということで、０.２〜０.４㎏

BOD／ SS・日が採用されていますが、これは水温が２０℃

付近での条件であるため、温度が上昇すれば同じ負荷量で

も SVI 値は変わります。

　つまり季節の移り変わりに応じて運転方法を変えるなど、

適切な維持管理が必要になるでしょう。

　また、消毒剤については、気温の上昇に伴い塩素が空気

中に揮散されやすくなる傾向が見受けられます。

　維持管理業者の皆様！これからのシーズン消毒効果が低

下する恐れがありますので、微生物が活性化をはじめるこの

時期、消毒効果の管理になお一層のご配慮お願い致します。

参考文献　千種薫：図説微生物による水質管理

オペルクラリア



　　平成２２年６月１５日 み ど り 第３６２号

　平成８年の海陽町（旧海南町）を皮切りに開始した

一斉調査が、この３月の吉野川市を最後に終了した。

　２１年度は、４月の鳴門市から始まり、那賀町、三好

市（西祖谷山村・東祖谷山村）、上勝町、美馬市と調査

し、昨年の１２月１４日から２２年の３月の間に最後の

吉野川市を調査し、県内すべての市町村での調査を終

えた。

　調査に要した年数は１５年間におよび、調査した総

数は、県下全域約２８万件であり、徳島県の全世帯数の

９０％を訪問したことになる。また、調査により発見し

た無届浄化槽は約６万基であった。

　この調査は、平成８年に県の委託事業「浄化槽普及

啓発指導事業」の一つとして、県下に設置された浄化

槽を調査し、適正な維持管理指導及び法定検査の受検

指導、さらに無届施設をなくすことを目的に始められ

たものである。

　調査全体の流れは、まず、市町村の広報誌等で周知

した後、

①面的に訪問調査を実施し浄化槽の有無を確認。

②その後、法定検査を実施（掘り起こし）する。

③無届施設に対しては、保健所・県民局より、届出指

導を行う。

④出張受付を行い、無届浄化槽の届出書を受付し浄化

槽台帳を整備する。

というのが一連の流れである。

　平成８年当時の受検率は、２３％であり、１５年経過し

た昨年の受検率は４０.５％と１７.５％の伸びであった。但

し、この受検率は、県保有の浄化槽受付台帳を元に計

算した数字であり、調査の結果と少し違いがある。

　調査の結果から察すると、無届浄化槽が３割台帳か

ら外れ、撤去や下水道への接続により廃止となってい

るものや重複となっている浄化槽は含まれていると思

われる。

　この事業では、無届浄化槽も含め、設置された全浄

化槽に対し検査の啓発を行ってきたが、無届浄化槽の

場合は特に維持管理に対する認識が薄く、検査数の伸

びは飛躍的に進んだとは言えず、検査の周知・啓発不

足を肌で感じざるを得なかった。

　当初は、検査の認知度が低く、検査の事をまったく

知らない人（無届施設）に、検査とは何かの説明から

始めなければならなかった。また、検査の必要性は

解ってもらえても受検すると検査料が必要になること

を説明すると、拒む人など、受検指導の難しさを次第

に味わう事となっていった。

　そうしながらも、調査の市町村が増えていくにつれ、

また通常の１１条検査数の増加とともに、除々に検査

の知名度も上がっていった。

　もちろん、検査だけではなく、検査結果による無管

理施設への保守点検、清掃の指導も行ってきたため、

適正に維持管理された浄化槽が増えたことは、まぎれ

もない事実であり、無届施設に対する届出指導の成果

も大きい。

　調査期間が長かったことから、この１５年間にいろ

いろな出来事があった。

【一斉調査のエピソード】

①調査員が、あるお宅を訪問した際、門扉を開けたト

タン、大きな犬が横をすり抜け、道路へ走り出して

行ってしまった。お家の方は留守で、犬を呼び戻し

たくても名前も解らず、１時間程近所を探し、やっ

とのことで見つけほっとしたこと。

②また、宿泊した南部の古ぼけた旅館では、掛け布団

が寝返りが出来ないほど重かったこと。

③調査を終えて、宿泊先へ帰ったら、鍵が閉まってい

て閉め出され、ホテルの人が「ごめんよー買い物し

てきたんよ〜」と半時間ほど外で待たされたこと。

　１５年の歳月は長く、私の検査員人生２１年のうちの

殆どを調査に費やしてきたことになるが、このように

長い時間をかけ、徳島県内すべての浄化槽数が把握で

きたことになる。調査を担当した者としては、今後、

このデーターを活用し、県内の浄化槽の受検率アップ

とともに、適正な維持管理指導を徹底すること。また、

行政の方にお願いしたいことは、この貴重なデーター

を、徳島県の水環境保全のため、有効に活用し、全体

の８割弱を占める単独浄化槽を早く合併浄化槽へ転換

する対策を講じていただきたいと願うことである。

検査部長　竹内英明

⑷

事務局だより
 法定検査のお知らせ 

　次の日程で法定検査を実施します。
○11条検査
　日程：平成22年６月21日〜６月25日
　地区：三好市
○11条検査
　日程：平成22年６月28日〜６月30日　
　地区：美波町、牟岐町、海陽町
○11条検査（一斉検査）
　日程：平成22年７月１日〜７月30日
　地区：那賀町
○11条検査（一斉検査）
　日程：平成22年７月１日〜７月16日
　地区：美馬市（脇町地区）
○11条検査
　日程：平成22年６月21日〜６月30日
　地区：阿南市（橘町、津乃峰町、内原町、大潟町）
○７条検査
　日程：平成22年６月14日〜６月18日

　地区：小松島市、勝浦町、上勝町、阿南市、那賀町

 【鳴門支所受付日変更のお知らせ】 
　徳島支所への受付が集中しているため、６月10日から
毎週木曜日・金曜日は、鳴門支所職員は徳島支所勤務とな
りますので、ご了承下さい。
（鳴門支所は木曜日金曜日は不在です。）


